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規

則

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
一
号

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
細
則
は
、
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三

十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
令
和
三
年
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
六
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に

関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
細
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
及
び
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ

る
。

（
接
道
の
認
定
申
請
書
等
の
様
式
及
び
添
付
図
書
）

第
三
条

省
令
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が

な
い
こ
と
に
つ
い
て
知
事
に
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に

よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

付
近
見
取
図

二

配
置
図

三

平
面
図

四

二
面
以
上
の
立
面
図

五

二
面
以
上
の
断
面
図

六

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
又
は
書
類

２

前
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
変
更
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
変
更
の
内
容
に
係
る
同
項
に
掲
げ
る

図
書
を
添
え
て
知
事
に
申
請
し
、
そ
の
変
更
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
二
項
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
、
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
別
記
第
三
号

様
式
に
よ
る
通
知
書
に
、
当
該
認
定
又
は
変
更
認
定
に
係
る
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を

添
え
て
、
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
又
は
第
二
項
の
変
更
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
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る
通
知
書
に
、
当
該
認
定
又
は
変
更
認
定
に
係
る
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
、

申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
認
定
の
申
請
に
係
る
添
付
図
書
）

第
四
条

省
令
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

特
例
畜
舎
等
以
外
の
畜
舎
等
に
あ
っ
て
は
、
畜
舎
建
築
利
用
計
画
が
法
第
三
条
第
三
項
第
四
号

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）

第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
の
指
定
確
認
検
査
機
関
が
交
付
す
る
適
合
証
及
び
省
令
別
表
第
一

に
掲
げ
る
図
書

二

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
又
は
書
類

（
仮
使
用
の
認
定
の
申
請
に
係
る
添
付
図
書
等
）

第
五
条

省
令
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
は
、
省
令
第
七
十
五

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

（
申
請
の
取
下
げ
）

第
六
条

法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
、
法
第
四
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
、
法
第
六
条
第
二
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
る
認
定
、
第
三
条
第
一
項
の
認
定
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
認
定
を
申
請
し
た
者
は
、

当
該
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
状
況
の
報
告
）

第
七
条

省
令
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
日
は
、
法
第
三
条
第
一
項
又
は
法
第
四
条

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
し
た
日
以
後
の
直
近
の
一
月
三
十
一
日
と

し
、
そ
の
後
に
お
い
て
は
、
前
回
の
報
告
を
行
っ
た
日
（
報
告
を
行
う
べ
き
日
ま
で
に
報
告
を
行
わ

な
か
っ
た
場
合
は
、
当
該
報
告
を
行
う
べ
き
日
）
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
し
た
日
以
後
の
直
近

の
一
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
建
築
等
又
は
利
用
の
取
り
や
め
）

第
八
条

認
定
計
画
実
施
者
は
、
認
定
畜
舎
建
築
利
用
計
画
に
基
づ
く
畜
舎
等
の
建
築
等
又
は
利
用
を

取
り
や
め
る
と
き
は
、
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
六
号

庁

中

一

般

支

庁

東
京
都
支
庁
長
専
決
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

七

削
除

第
一
条
第
一
項
第
二
十
六
号
の
五
の
次
に
次
の
十
四
号
を
加
え
る
。

二
十
六
の
六

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
四

号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
七

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
同
法
第

三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
変
更
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
八

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
工
事
完

了
の
届
出
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
九

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
地
位
の
承
継
等
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
十

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
解
散

の
届
出
等
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
十
一

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
利

用
の
状
況
の
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
十
二

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報

告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
十
三

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
措

置
命
令
等
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
十
四

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
認

定
の
失
効
等
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
十
五

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
工

事
中
の
認
定
畜
舎
等
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
十
六

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
助

言
又
は
援
助
等
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
十
七

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
令
和
四
年
東
京

都
規
則
第
三
十
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
接
道
の
認
定
等
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
十
八

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
六
条
の
規
定
に

よ
る
申
請
の
取
下
げ
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
十
九

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
八
条
の
規
定
に

よ
る
建
築
等
又
は
利
用
の
取
り
や
め
に
関
す
る
こ
と
。

第
一
条
第
一
項
第
四
十
七
号
の
二
中
「
又
は
建
物
」
を
「
、
建
物
又
は
設
備
」
に
改
め
、
同
号
た
だ

し
書
中
「
た
だ
し
、
」
の
下
に
「
当
該
土
地
又
は
建
物
の
使
用
許
可
に
係
る
」
を
加
え
る
。

第
一
条
第
二
項
第
十
二
号
中
「
昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
日
四
十
六
総
行
地
発
第
百
八
十
三
号
総
務

局
長
決
定
」
を
「
昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
日
四
十
六
総
行
地
発
第
百
三
十
八
号
総
務
局
長
決
定
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
四

小
笠
原
諸
島
生
産
物
貨
物
運
賃
補
助
金
交
付
要
綱
（
平
成
二
年
三
月
三
十
一
日
元
総
行
振
第

六
百
八
十
九
号
総
務
局
長
決
定
）
に
よ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
対
策
に
係
る
小
笠
原
諸
島
生
産
物
貨
物
運
賃
補
助
金
交

付
要
綱
（
令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
三
総
行
振
第
三
百
九
十
二
号
総
務
局
長
決
定
）
に
よ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
一
項
第
二
十
六
号
の
五
の
次
に
十

四
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
教
）
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教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
以
下
「
住
民
票
の
写
し
」
と
い
う
。
）
」
を
「
）
。
た
だ
し
、
免
許
状

等
に
記
載
の
本
籍
地
（
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
国
籍
等
）
又
は
氏
名
が
申
請
時
の
も

の
と
異
な
る
者
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
戸
籍
謄
本
等
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
証
明
書
」
の
下
に
「
の
写
し
」
を
加
え
、
同
条

第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
及
び
そ
の
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
並
び
に
」
を

「
及
び
」
に
、
「
及
び
そ
の
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
及
び
そ
の
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

第
三
条
の
二
第
三
号
中
「
及
び
そ
の
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

第
五
条
第
二
号
及
び
第
六
条
第
二
号
中
「
及
び
そ
の
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
免
許
証
、
は
り
師
免
許
証
及
び
き
ゅ
う
師
免
許
証

並
び
に
そ
れ
ら
」
を
「
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゅ
う
師
の
免
許
証
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
及
び
そ
の
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
及
び
そ
の
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

第
九
条
第
一
項
第
八
号
、
第
十
条
第
二
号
並
び
に
第
十
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
及
び
そ

の
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
二
号
中
「
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
免
許
証
、
は
り
師
免
許
証
及
び
き
ゅ
う
師

免
許
証
並
び
に
そ
れ
ら
」
を
「
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゅ
う
師
の
免
許
証
」
に

改
め
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
及
び
そ
の
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
及
び
そ
の
写
し
」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
二
号
中
「
及
び
そ
の
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
及
び
そ
の
」
を
「
の
」

に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

第
十
四
条
第
三
号
中
「
及
び
そ
の
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
中
「
及
び
そ
の
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
七
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
三
の
表
備
考
第
二
号
及
び
別
表
第
一
の
七
の
表
備
考
第
二
号
中
「
技
術
（
情
報
機
器
及

び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）
」
を
「
技
術
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
理
論
及
び
方
法
」
に
、

「
指
導
法
（
情
報
機
器
及
び
教
材
」
を
「
指
導
法
（
情
報
通
信
技
術
」
に
改
め
、
「
と
す
る
」
の
下
に

「
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
理
論
及
び
方
法
に
関
す
る
科
目
は
、
一
単
位
以
上

修
得
す
る
も
の
と
す
る
」
を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「住

民
票
の
写
し
等

」
を
「住

民
票
の
写
し

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
()表
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「等

」
を
加
え
、
「住

民
票
の
写
し
等

」
を
「住

民

票
の
写
し

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
三
十
二
号
様
式
()表
中
「戸

籍
謄
（
抄
）
本

」
を
「戸

籍
謄
本
等

」
に
、
「住

民
票
の
写
し

等

」
を
「住

民
票
の
写
し

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
別
記
第

一
号
様
式
、
第
六
号
様
式
、
第
八
号
様
式
()表
、
第
十
五
号
様
式
及
び
第
三
十
二
号
様
式
()表
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
立
学
校
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

東
京
都
立
学
校
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
四
十
一
年

東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
中
「
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
条
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
学
校
事
務
職
員
等
研
修
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

東
京
都
立
学
校
事
務
職
員
等
研
修
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
事
務
職
員
等
研
修
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
四
条
第
三
項
中
「
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
条
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

東
京
都
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第

五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
五
項
中
「
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
条
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
住
宅
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一

二
の
部
㈡
の
款
新
島
（
若
郷
第
二
）
住
宅
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

東
京
都
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
四
中
「
ま
た
は
停
学
」
と
あ
る
の
は
「
退
学
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
六
条
第
一

項
中
「
第
百
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
」
と
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
第
六
十
九
条
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
第
百
四

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
三
条
第
一
項
」
と
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
見
出
し
を
「
（
準
用
規
定
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
、
第
四

号
及
び
第
五
号
」
に
、
「
第
十
四
条
ま
で
」
を
「
第
十
二
条
の
十
一
ま
で
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四

条
」
に
、
「
第
十
八
条
ま
で
、
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
ま
で
」
に
、
「
第
二
十
三
条
ま

で
」
を
「
第
二
十
四
条
ま
で
」
に
改
め
、
「
第
二
項
中
「
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
」
と
」
の
下
に

「
、
第
十
条
の
四
第
一
項
中
「
教
務
主
任
、
生
活
指
導
主
任
、
進
路
指
導
主
任
」
と
あ
る
の
は
「
教
務

主
任
」
と
」
を
加
え
、
「
及
び
第
十
二
条
の
十
二
第
四
項
中
「
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
」
を
「
中

「
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
」
と
、
第
十
二
条
の
十
第
一
項
第
一
号
中
「
積
立
金
、
生
徒
会
費
等
」

と
あ
る
の
は
「
積
立
金
等
」
に
、
「
「
訓
告
、
」
を
「
「
退
学
、
訓
告
、
」
に
、
「
訓
告
」
と
あ
る
の

は
「
訓
告
」
を
「
訓
告
」
と
あ
る
の
は
「
退
学
又
は
訓
告
」
と
、
第
二
十
四
条
中
「
退
学
ま
た
は
停

学
」
と
あ
る
の
は
「
退
学
」
に
改
め
、
「
第
一
項
中
「
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
」
と
」
の
下
に

「
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
第
百
四
条
第
一
項
で
準
用
す
る
施
行
規
則
第
五
十
八
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
五
十
八
条
」
と
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
災
害
共
済
掛
金
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会
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◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
災
害
共
済
掛
金
徴
収
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
災
害
共
済
掛
金
徴
収
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都

教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
並
び
に
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
前

期
課
程
を
含
む
。
）
」
を
「
小
学
校
及
び
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
前
期
課
程
並
び
に
特
別
支
援
学
校

小
学
部
及
び
中
学
部
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
四
百
六
十
円
」
の
下
に
「
（
当
該
児
童
及
び
生
徒
の

保
護
者
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護

者
に
該
当
す
る
児
童
及
び
生
徒
に
あ
つ
て
は
、
年
額
二
十
円
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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